
 

議案第９２号  

 

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等  

に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和元年１２月６日提出  

 

 

交野市長 黒 田  実  

 

 

提案理由 教育長の期末手当の支給割合を改定したいため。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例案  

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例  

 

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（昭和３２年条例第７

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第４項中「６月に支給する場合においては１００分の２００、１２月に支給

する場合においては１００分の２１５」を「１００分の２１０」に改める。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和元年１２月１日から適用す

る。  

（経過措置）  

２ 令和元年１２月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育

委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（以下「新条例」という。）第３

条第４項の規定中「１００分の２１０」とあるのは「１００分の２２０」とする。 

（期末手当の内払）  

３ 教育長がこの条例による改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の規定により、令和元年１２月１日を基準日として支給を受けた期

末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。  


